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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１２月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２７年２月７日 １０時５０分ごろ 

発生場所 福岡県苅田
か ん だ

町苅田港 

苅田港南防波堤灯台から真方位０５０°１.８６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°４８.５′ 東経１３１°０２.２′） 

事故の概要 押船第三十七室生
む ろ お

丸は、バージ竹山
ちくざん

と押船列を構成して苅田港水路

を西進中、苅田港第８号灯浮標に衝突した。 

竹山は、船体に擦過傷が生じ、また、苅田港第８号灯浮標は、灯浮

標に凹損を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 第三十七室生丸、１９トン 

２７３－１１２４８長崎、有限会社エス・エル・アストロ 

 １４.００ｍ（Lr）×５.４０ｍ×１.９４ｍ、鋼 

 ディーゼル機関２基、１,２０６kＷ（合計）、平成１３年１２

月 

Ｂ バージ 竹山、約２,０１０トン 

   なし、有限会社エス・エル・アストロ 

 ６２.００ｍ×１８.００ｍ×５.１０ｍ、鋼 

 機関なし、平成１３年１２月（建造） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３９歳 

二級小型船舶操縦士 

免許登録日  平成２５年１０月２９日 

免許証交付日 平成２５年１０月３０日 

（平成３０年１０月２９日まで有効） 

甲板員 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日  平成１２年６月２８日 

免許証交付日 平成２３年６月１５日 

（平成２８年６月１４日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部に擦過傷 

灯浮標 凹損  

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、甲板員が乗り組み、土砂約１,６００ｍ３を満載したＢ船の

船尾にＡ船の船首を結合してＡ船押船列を構成し、平成２７年２月７

日０９時１０分ごろ福岡県北九州市門司区の土砂積込み桟橋を出航

し、苅田港に向けて航行した。 

船長は、Ｂ船に作業員４人と共に乗って、クレーンのグラブバケッ

トのワイヤロープの取替え作業に当たった。 

Ａ船押船列は、苅田港第６号灯浮標（以下灯浮標については、「苅

田港」を省略する。）と第４号灯浮標との間に至り、右転して苅田港

から東方に伸びる約３Ｍの水路（以下「苅田港水路」という。）を手

動操舵により約５ノットの対地速力で西進した。     

甲板員は、出航時から単独で操船に当たり、ふだんどおり、第８号

灯浮標を通過して、苅田港南防波堤灯台北方沖約１Ｍの護岸整備工事

現場（以下「本件工事現場」という。）に向けようと考えていた。 

甲板員は、船首方から苅田港を出港する３,０００トン級のタンカ

ーを認めたので、早めに本件工事現場に向けようと右転することと

し、第８号灯浮標がクレーンの死角に入った状態であったが、同灯浮

標を安全に通過できると思って航行中、Ｂ船で作業をしていた船長か

らトランシーバーにより第８号灯浮標が前方至近にある旨の連絡を受

けた。   

Ａ船押船列は、同じ針路及び速力で航行し、平成２７年２月７日１

０時５０分ごろＢ船の船首部が第８号灯浮標に衝突した。 

船長は、衝突直後に海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 甲板員は、苅田港水路を航行中、第８号灯浮標が死角に入っていた

が、第７号灯浮標の見え具合から、第８号灯浮標を安全に通過できる

と思った。 

船長は、ふだん船首方の死角を補うため、Ａ船押船列の前後部に各

１人の見張り員を配置していたが、本事故当時、船長及び作業員４人

は、Ｂ船において、グラブバケットのワイヤロープの取替え作業を行

っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

あり 

なし 
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 判明した事項の解析 Ａ船押船列は、苅田港水路を西進中、甲板員が、死角に入っている

第８号灯浮標を安全に通過することができると思い、船首方の死角を

補う見張りを適切に行っていなかったことから、同灯浮標に向けて航

行していることに気付かず、Ｂ船が第８号灯浮標に衝突したものと考

えられる。 

甲板員は、右転前に第７号灯浮標及び第８号灯浮標を視認してお

り、第７号灯浮標の見え具合から第８号灯浮標を安全に通過できると

思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、苅田港水路を西進中、甲板員が、死角に

入っている第８号灯浮標を安全に通過することができると思い、船首

方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、同灯浮標に向

けて航行していることに気付かず、Ｂ船が第８号灯浮標に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船首方に死角が生じる場合には、見張り員の配置を確実に行って

航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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